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工 事 監 督 業 務 特 記 仕 様 書 

 

この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構（以下「当機構」という。）が委託する次の工事

監督業務について適用する。 

受託者は、建築士法その他関係法令等に基づき、確認対象工事に応じた合理的方法による確認

等を行う他、当機構が契約する対象工事の設計図書（設計図、仕様書、現場説明書及び現場説明

に対する質問回答書をいう。以下同じ。）により、対象工事が工事受注者等によって完全に履行さ

れるよう工事監督業務を実施するものとする。 

なお、特記仕様書に記載されていない事項は、別紙１「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」（以

下「共通仕様書」という。）による。 

 

 

１ 業務概要 

 

(1) 業務名 

金剛団地総合改修工事監督業務 

 

(2) 履行期間 

契約締結日の翌日～令和 10 年４月 11 日※まで 

※ 対象工事がフレックス方式の工事のため、業務工期末は当初想定である。 

 

(3) 履行場所 

大阪府富田林市寺池台一丁目９他 

 

(4) 対象工事 

No 工事名称 
対象 
戸数 

当初設定工期 
工事受注

者 
発注担当課 

所管住まい 
センター 

低入
札 

総合 
評価 

１ 06－金剛団地総合改修工事 
別記２
参照 

始：R07.03.18 

至：R10.03.11 
未定 

技術監理部 
企画第２課 

泉北住まい 

センター 
未定 対象 

【備考】 

・監督業務の対象は別記２「工事概要書」の電気工事・造園工事を除いたものとする。 

・業務変更については、後日設計変更を行うこととする。 

・工事概要は別記２「工事概要書」による。 

・対象工事の設計図書の一部を閲覧（現場説明日～入札執行日前日）に供するので、希望する者は本業

務発注担当課に事前に連絡し、指示に従うこと。 

・対象工事工期 

フレックス方式※ 

※機構が想定する実工事期間は１０９０日とする(実工事期間には準備工事を含む）。 

※本工事の実施工事期間、工事着工日及び工期末は、契約締結日から工事完了期限日までの間で落札

者が選択できることとする。指定部分工期末は、着手日に応じて変更を行うが、工事完了期限は変

更しないので、留意すること。 

※落札者は、契約締結日前に工期通知書を機構に提出することとし、落札者が通知した工事着工日か

ら工期末までを契約工期とする。なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設

定する場合には、工期通知書の提出の際、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確

保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出しなければならない。

※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備可能な余裕期間とする。 
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※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備

を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはなら

ない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 

※当機構ＨＰ参照：UR 都市機構＞入札・契約情報＞新たな取り組み＞余裕期間制度を用いた契約方式

の実施 https://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.html 

 

(5) 特記事項 

本件業務は、「06－金剛団地総合改修工事」（開札日：令和７年３月 11 日）を監理する監督

業務であり、本件業務に係る落札及び契約締結は、当該工事の落札決定を条件とする。 

本件業務に係る落札及び契約締結予定日は、上記条件が成立した日以降とし、当該工事の

落札がなされない等、当機構の責めに帰することができない事由により契約を締結できない

場合は、当機構は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。 

 

２ 工事監督業務の内容 

 

工事監督業務は、共通仕様書に規定する項目の他、次に掲げるところによる。各項に定める

確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによる他、担当職員の指示による。 

また、業務内容に疑義が生じた場合、速やかに担当職員と協議するものとする。 

 

(1) 工事監理に関する業務 

 

① 総則 

イ 受託者は、保全工事共通仕様書に定められた重点監督項目について、施工品質等を確

保するため特に重点的に監督を行うものとし、その結果を別冊３様式 10-1「監督記録（重

点監督項目用）」に記録し、担当職員の確認を受けるものとする。但し、外壁修繕工事、

屋根防水工事、窓建具改修工事及びエントランス改修工事については、別冊３様式 10-1

に代えて別冊３様式 10-2「監理・監督記録（重点監督項目用）」に記録すること。 

ロ 受託者は、施工品質確保のため、工事工程写真が保全工事写真撮影要領に基づき写真

撮影が行われているかどうか確認すること。 

ハ 受託者は、担当職員と業務の処理に係る協議を行い、承諾あるいは指示を受けた場合

はその都度、別冊３様式 6「業務打合せ記録簿」を作成し、担当職員に提出して確認を受

けなければならない。 

ニ 受託者は監督業務の履行日毎に別冊３様式 7-1「業務処理結果報告書」を作成し、担当

職員の要求のある都度速やかに提出し確認を受け、業務完了後、担当職員に全ての報告

書を提出すること。 

ホ 受託者は、工事の履行途中において、総主任及び担当職員の立ち会いのもと、品質管

理に係る施工検査（工事関係書類の確認を含む。）を行い、工事受注者への指導並びに指

導是正後の確認を行うこと。具体の実施方法及び時期については、別紙６「保全工事に

係る監督員検査の実施時期の目安について」を確認のうえ、重要事項説明の「工事と設

計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法」及び別冊３様式 2
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「業務実施計画書」の９「施工管理計画」及びの１３「実施日程表」に記載すること。 

へ 監督業務受託者は、工事監理の結果について別冊３様式 7-4「施工プロセスチェック

シート」を作成すること。記録の頻度は１回／月程度とする。施工プロセスチェックシ

ートは、検査毎に総括監督員・検査員・総主任の求めに応じて提出し、工事完了後速や

かに「業務処理結果報告書」に添付するとともに、総括監督員に送付するものとする。 
なお、記録においては、客観性、透明性が要求されることから、工事受注者に対し助

言、指示、指導を行った場合には、記録の頻度にかかわらず、内容・日付・対応状況につ

いて正確に記録すること。 
 

② 設計図書の精査について 

受託者は、下記業務については十分な確認を行い、工事受注者に適切な指示を行うこと。 

なお、設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合については、事後処理とならない

よう、事前に工事受注者に別冊３様式 9「質疑回答一覧」を提出させたうえ、必要事項を記

入した当該書面を交付して確認及び指示を行うこと。 

イ 工事受注者から提出される仮設計画図と設計図書との整合、現地確認 

ロ 工事受注者から工事着手前に施工計画書、保全工事安全管理計画書及び法令等に基づ

く届出等チェックリストを提出させ、具体的内容（工事概要、工程計画、仮設計画、災

害防止、安全対策、給排気筒養生防止、使用工法・材料計画、緊急連絡体制、事故発生時

の対応、社内検査体制、工種別の施工段階で工事受注者が行う管理の項目・方法等）に

ついての確認 

ハ 工事受注者において善良な工事管理（自主管理）が行われているかの確認 

ニ 担当する工事に設計変更が生じた場合、工事受注者に対し設計変更図面を別途指示す

る時期までに完成させるよう指導、提出された設計図書の照査（照査が完了した設計変

更図面は、機構担当職員の確認を得た後、対象工事発注担当課へ提出すること。）。 

ホ 工程計画の立案にあたっては現場説明書を遵守し、居住者へ周知した内容の確実な履

行及び工程の担保に留意した作業計画を入念に検討したうえで実施するよう、工事受注

者に対して徹底した指導を行うこと。 

 

③ 外壁修繕等工事における品質管理 

イ 受託者は、修繕、塗装、防水等使用材料の搬入時及び使用後（空缶）の数量確認に必

ず立ち会い、確認を行うこと（全数管理）。ただし、工程管理上やむを得ず立ち会いでき

ない場合は、搬入時のみ写真による確認も可とする。管理方法は、保全工事共通仕様書

（保全工事重点監督要領、保全工事写真撮影要領を含む。）による他、担当職員より別途

指示がある場合はその管理方法にて行うこと。 

ロ 受託者は、特に下記に示す各工程の完了確認を行った後に、次の工程に移る判断を行

い、記録に残すこと。 

(ｲ) 外壁下地調査（マーキング）結果の現地確認（調査結果部位の合否判断） 

(ﾛ) 修繕工事（ひび割れ修繕、浮き修繕、欠損修繕等）実施後の状況確認 

(ﾊ) 下地処理（セメント系下地調整塗材等による修繕部位の処理並びに高圧洗浄による
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汚れ・付着物・既存塗膜の浮きの除去）実施後の状況確認 

(ﾆ) 塗装工事（コンクリート、モルタル、木部、金属、ボード類及び外装仕上げ塗装）・

塗膜防水工事の各工程の実施後の状況確認 

(ﾎ) 防水工事（シーリング工事、ＰＣ外壁目地防水、屋上防水等）における既存防水層、

シーリング・バックアップ材の撤去範囲の確認、既存防水層撤去後の仕上げ工程実施

状況及び仕上げ迄の間の仮防水実施状況の入念な確認 

ハ 受託者は、工事受注者から提出される修繕前及び修繕後の修繕数量についてマーキン

グ図及び修繕箇所との整合及び数量確認（設計図書に記載している見込み数量との差を

確認）し、担当職員に報告すること。 

ニ 受託者は、外壁修繕等工事完了後、空住戸の専用部分及びバルコニー廻りの施工状況

を確認し、担当職員に報告すること。 

ホ 受託者は、今回の対象住戸について工事受注者が行うバルコニー点検（バルコニーの

傾斜・たわみ等の不具合によるバルコニー基部の亀裂、バルコニー隔板の変形、そで手

摺壁と壁面との間の亀裂・隙間の有無の点検）、手摺点検（腐食・変形・欠損の有無及び

取付状態、大平板・目隠し材の欠損等の有無及び取付状態、手すり子の取付状態の点検）

についての報告を受け確認し、担当職員に報告すること。 

へ 受託者は、エントランス改修工事で構造躯体を設ける場合は、その躯体の施工状況の

立会い確認において、構造設計経験者を立ち会わせるものとする。 

 

④ 窓建具改修工事における品質管理 

 受託者は、窓建具改修工事において以下の監理を担うものとする。 

イ 受託者は、工事受注者が設計図書に基づき採用したメーカーの工法について、設計図

書の特記仕様書に定める一般財団法人ベターリビング「優良住宅部品評価基準及び付加

認定基準の評価基準 改修用サッシ」及び「都市再生機構外廻りアルミ製建具の改修工

事 参考図（平成 29 年度版）」と整合性が取れていることを確認すること。なお不整合

があった場合、対象工事発注担当課と協議を行い、工事受注者に適切に指導すること。 

ロ 受託者は、工事受注者から製作図の提出を受けた場合は上記イとの整合性を確認する

こと。なお不整合があった場合、事象により必要に応じて、適宜、対象工事発注担当課

と協議を行い、適切に工事受注者へ指導すること。 

ハ 受託者は、改修する全ての窓建具について、工事受注者がメーカー等と作成した窓建

具のチェックシートを活用して、仕様・設計図・施工図等に不整合が無いか確認し、施

工間違い防止に努めること 

 

(2) 安全管理に関する業務 

 

① 総則 

イ 受託者は、現場における安全、その他の規則について関係法令等及び別冊１「保全工

事監理ハンドブック」の記載事項を厳守するとともに、工事受注者に対し、これらを遵

守させるように、指導及び監督を行わなければならない。 
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ロ 受託者は、関係法令等を遵守し、団地居住者・近隣居住者等に対する安全を確保する

ために、工事受注者から定期的な点検報告を受けるとともに、自ら安全管理に係る点検・

パトロールを日常的に実施し、安全その他の規則について関係法令を遵守しているかを

確認すること。  

ハ 団地内工事はお客様が住まいながらの工事になることから、歩行者の通行部分等にお

ける安全確保を最優先とし、特に子どもや高齢者などの通行に対する危険等が無いよう、

適切に工事受注者を指導すること。 

 

② 緊急連絡体制の整備 

イ 受託者は、工事現場における事故等の対応について、「緊急連絡体制（休日等の対応を

含む。）」を明確にし、事故等が発生した場合、担当職員、総主任、工事受注者及び関係

者（担当職員から指示のある連絡先）へ速やかに連絡できる体制を整えること。特に現

場稼働時間中（土曜日を含む。）は、常時連絡が取れる体制を整えること。なお、緊急連

絡体制は別冊３様式 2「業務実施計画書」に記載し、担当職員へ報告して承認を得るこ

と。 

ロ 受託者は、工事が３連休以上となる場合及び台風をはじめとする自然災害が発生する

おそれがある場合、その前後に原則工事受注者と一緒に仮設等に係る安全対策を巡回確

認し、担当職員へ報告すること。また、地震等の突発的な災害が発生した際も、速やか

に原則工事受注者と一緒に状況を巡回確認し、担当職員へ報告すること。 

ハ 万一事故（人身・物損・インフラ）の報告を受けた場合は現場に急行し、発生した事

故の全容と被害の状況を速やかに確認し把握すると共に、工事受注者への事故対応の指

導、団地居住者及び周辺住民からの問い合わせに対応する等、臨機に行動すること。ま

た、工事受注者が作成し随時メールにて送信する所定の事故報告様式を確認し、漏れや

不備が有れば工事受注者に指導及び是正を指示、総主任から是正の指示を受けた場合も

同じく工事受注者に指示すること。なお、別冊３様式 12「事故報告書」の初版について

は、工事受注者が作成したものを受領し、その内容を確認した上で、原則、当日中（遅

くとも翌日の午前中）に定められた関係者にメールにて送信すること。その後、事故原

因については監理者として施工計画や工事監理に問題がなかったか分析し、再発防止策

とともに報告書に追記し、同じ様式の最終版を原則、７日以内に同じくメールにて送信

すること。 

二 受託者は上記ハに係る事故報告訓練に参加し、その結果を踏まえ、適宜連絡体制の見

直しを行うこと。 

 

③ 保全工事安全管理計画書の確認 

 受託者は、工事受注者から提出される保全工事安全管理計画書（以下、「計画書」という。）

を確認し、担当職員へ報告すること。確認にあたっては、別冊２「保全工事安全管理計画

書チェックリスト 巡回点検マニュアル」を参考にすること。なお、提出された計画書が遵

守すべき事項を満たしていないと認められる場合又は施工に際して計画書の記載事項が履

行されていないと認められる場合は、工事受注者と協議の上、協議結果に基づく改善又は
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履行を指導し、指導内容及び履行確認の結果を担当職員に報告すること。 

 

④ 安全巡回点検について 

 受託者は、日常行う場内安全点検とは別に、２週間に１回程度の頻度にて原則工事受注

者と一緒に現場での安全巡回点検を行い、別冊３様式 11-1「安全パトロールチェックリス

ト」を作成した上で担当職員に報告すること。 

 受託者は、外壁修繕工事等において工事受注者が毎日行う巡回点検の報告別冊３様式

11-2「安全巡回表」を毎日受取り確認し、担当職員に報告すること。また、受託者におい

ても現場巡回中は、安全巡回表の点検内容について同様に確認を行うこと。 

 受託者は、安全管理が適切になされていない場合は工事受注者に是正させ、是正後の確

認を行うこと。 

 

⑤ 仮設足場の確認 

イ 受託者は、着工前に工事受注者が作成した仮設足場の施工計画書を確認するものとし、

工事受注者が枠組足場以外の足場の採用を希望する場合は、現場説明書に記載する承諾

基準を満たしているか確認し、担当職員に報告すること。 

ロ 原則として、棟毎に仮設足場の着工時及び手すり設置時には立ち会い、危険等が無い

よう、適切に工事受注者を指導すること。 

ハ 足場の組立時及び変更時には、施工計画書どおりに足場が設置されているか確認する

こと。 

ニ 台風及び強風等の悪天候が予想される場合は、安全対策を確実に実施することを工事

受注者へ指導するとともに、実施状況を巡回確認すること。また、台風、悪天候及び中

震以上の地震等が発生した場合及び足場の組立、一部解体、変更した場合においては、

工事受注者による足場点検が適切に実施されているかを確認すること。 

 

⑥ 給排気口の養生防止 

イ 受託者は、工事受注者が作成する「給排気口養生防止に係る施工計画書」（養生指導会

資料を含む）を確認し、承認すること。承認にあたっては、工事受注者が現場説明書に

記載する給排気口の養生による事故防止対策を適切に実施しているか、養生指導会資料

が各工事現場の実態に合わせて作成されており現場内のすべての給排気口が網羅されて

いるかを確認し、不足等があれば是正させること。 

ロ 受託者は、養生指導会（初回）及び給排気口種類別ごとの養生開始日に必ず立ち会い、

養生禁止箇所の確認を行うとともに、工事受注者が養生禁止箇所を理解しているか確認

を行うこと。また、２回目以降の養生指導会についても、実施状況を確認すること。な

お、給排気口種類別ごとの養生開始日の立ち会いに要した費用は、機構担当者と協議の

うえ、後日契約変更処理とすることができる。（契約変更にあたっては、給排気口養生防

止に係る施工計画書の確認段階で当機構担当者と協議すること。） 

ハ 受託者は、台風又は強風等が予想される場合においては、強風の影響で給排気口付近

の養生材及び足場のシート等が給湯器及び給排気口等にかからないように適切に固定さ
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れているかを工事受注者へ指導するとともに、その実施状況を巡回確認すること。 

二 保全工事共通仕様書について、別紙４「保全工事共通仕様書（令和５年度版）」の給排

気筒養生等関連部分の運用についてのとおり読み替えるものとする。 

 

⑦ 工具等落下による事故の防止 

受託者は、工事受注者に、工具等落下による事故の防止措置（工具類へのストラップ取

付等）について指導すること。また、施工計画書により、事故の防止措置が十分であるか

を確認し、必要に応じて指導すること。さらに、工事点検又は巡回中、施工計画書と異な

る施工方法等が確認された場合は、工事受注者を指導して是正させ、指導内容及び履行確

認の結果を担当職員に報告すること。 

 

⑧ 屋根防水工事における事故の防止 

屋根防水工事においては、屋上での作業が中心となることから以下の事項を行うととも

に、工事期間中に漏水を発生させないよう工事監理を行うこと。 

イ 当該工事対象となる屋根防水面に起因した漏水記録の確認は、所管の住まいセンター

からの情報をもとに行い、工事期間中に漏水を発生させない施工計画を立案するよう工

事受注者を指導すること。 

ロ 屋根防水工事の実施に伴い、臭気筒・アンテナ・ドレン金物及び各種配管配線類等を

撤去及び移動する場合、事前に住まいセンター等とその方法について、協議してから、

工事受注者を指導すること。 

ハ 受託者は、既存防水層撤去完了後、速やかに仕上げを行うよう工事受注者を指導する

こと。なお、仕上げ工程前に仮防水が必要と判断される場合は、使用材料、性能及び施

工方法に問題がないかどうかを十分に確認し、期間及び施工範囲について予め担当職員

に報告すること。雨天が見込まれる期間は仮防水を避けるよう、また、既存防水層撤去

当日に仮防水が完了するよう工事受注者を指導すること。仮防水工事完了後は、速やか

に施工状況を原則工事受注者と一緒に巡回確認し、その結果を担当職員に報告すること。

また、仮防水の状態で長期休暇、雨天及び台風等を迎える場合は漏水が発生しないよう

全ての施工経過の状況を原則工事受注者と一緒に巡回確認し、その結果を担当職員に報

告すること。工事受注者に仮防水を是正させた場合は、指導内容及び履行確認の結果を

担当職員に報告すること。 

ニ 防水材等の資材置場を屋上に設置する場合、屋上スラブ面のうち特定の場所に荷重が

掛からないよう資材置場を分散させるか、下階戸境壁上へ置くなどの構造耐力上支障が

ない部分に設置するように、工事受注者を指導すること。また、台風等の強風時に資材

が飛散しないように工事受注者を指導し、対策の状況を確認して担当職員に報告するこ

と。なお、台風等の強風の天候が見込まれるときは、工事受注者と一緒に全箇所巡回確

認し、その結果を担当職員に報告すること。工事受注者に是正させた場合は、指導内容

及び履行確認の結果を担当職員に報告すること。 

ホ 屋根防水工事の着工前後で、当該工事に起因しない漏水の可能性が考えられる箇所を

発見した場合は、速やかに所管の住まいセンターとその対応について調整すること。受
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託者は、その結果を担当職員に報告し承認を得た上で、対応を行うこと。 

 

⑨ 鍵の管理状況の把握について 

受託者は、工事受注者が行う鍵の管理状況を把握し、現場説明書に記載されている内容

どおり管理されるよう必要に応じて工事受注者に対し指導すること。 

 

⑩ 新型コロナウイルス等感染症及び熱中症対策について 

受託者は、工事受注者が行う新型コロナウイルス等感染症及び熱中症対策が、適切にな

されているかどうか状況を確認し、そうでない場合は、工事受注者を指導し是正させるこ

と。 

 

(3) 団地居住者対応・工事間調整等に関する業務 

 

① 住まいセンターとの調整 

イ 受託者は、団地居住者、近隣住民、自治会及び施設等（以下、「団地居住者等」という。）

への周知方法、仮設計画、施工計画書等、工事受注者が対象工事着手前に行う所管の住

まいセンター等との協議に先立ち、その内容を事前に確認し、協議に同席するものとす

る。 

ロ 工事に係る団地居住者等からの苦情等は、直接住まいセンターへ連絡される場合があ

ることから、受託者は、事前に住まいセンターと調整して連絡体制を明確し、その結果

を担当職員に報告すること。 

 

② 団地居住者対応 

イ 受託者は、本契約事項を遵守するとともに、団地居住者等との意思疎通を図ること。

なお、現地調査・訪問等を行う際には、必ず名札※を着用すること。 

※ 乳白色のプラスチック板（35mm×65mm 程度）に、彫り込み文字で社名及び氏名を記

載 

ロ 受託者は、予め工事内容を熟知した上で、工事着手前に工事受注者と協力して団地居

住者等に対象工事の周知を行う。また、工事中においても工事の進捗に合わせて段階的

に周知を行う。周知内容は、総主任に確認し、事前に住まいセンターに報告して承認を

得ること。団地居住者等からの要望を受け工事説明会を実施する場合は、担当職員、総

主任及び住まいセンターに意向を確認した上で、担当職員、総主任及び工事受注者等と

協力して行い、その結果を住まいセンターに報告すること。 

ハ 受託者は、団地居住者等との調整が必要な場合、担当職員、総主任及び住まいセンタ

ーに意向を確認した上で、工事受注者等と協力し、速やかな対応を図るとともに、疑義

が生じた場合、担当職員へ報告すること。なお、現場等で直接お客様等から苦情等を受

けた場合は容易に対応できる場合を除き、その場で判断せずに担当職員、総主任及び住

まいセンターに意向を確認した上で対応すること。なお、団地居住者等との対応結果は、

速やかに担当職員、総主任及び住まいセンターに報告して情報を共有すること。 
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ニ 受託者は、外壁修繕工事等で団地内の駐車場契約車両の移動を必要とする場合は、事

前に対象工事発注担当課から駐車場契約者情報を入手して車両移動計画を策定し、駐車

場管理者及び駐車場利用者と調整を行うこと。なお、駐車場契約者情報は監督員事務所

内の鍵付キャビネットに保管する等厳重な管理を行い、外部に持ち出さないこと。 

ホ 受託者は、お客様から一時避難住宅の使用の申し出等があった場合、担当職員及び総

主任に意向を確認した上で、住まいセンターと当該住戸の選定及び使用方法等を調整し

た上で、工事受注者等と協力して、使用手続きを行うものとする。また、一時避難住宅

の未使用期間中においては、定期的な点検等管理を行うものとする。 

へ 断水、断ガス、停電など、団地居住者等の生活に大きな影響を与える工事を行う場合、

受託者は、各事業者と現地立会い等調整を行い、その結果を踏まえた施工計画書を作成

するよう工事受注者を指導すること。その施工計画について、担当職員に意向を確認し

た上で、所管の住まいセンターに報告して承認を得ること。 

 

③ 工事間調整 

受託者は、他の修繕工事等（住まいセンター発注及び機構発注以外の工事を含む）の輻

輳が想定される場合、それぞれの工事受注者間の調整を図り、工程を調整すること。また、

調整の結果を担当職員、総主任及び住まいセンターに報告して情報を共有すること。 

 

(4) 工事現場における総主任、監督員及び施工業者との情報共有  

① スマートフォンの携帯 

イ 受託者は、総主任、工事受注者と情報共有するために必要な台数のスマートフォンを

配備し、携帯すること。 

ロ スマートフォンのスペック等 

・ 原則※、「会社支給品、ＭＤＭ（アプリのインストール制限、遠隔ロックなど）付き」

のものとする。（※ 止むを得ず、原則外とする場合は、同様の効果となるよう、各社

で責任を持って社員のスマートフォンを管理すること。） 

・ 「10GB/月（10GB 超１Mbps 保証）・通話上限無、故障保証、ウイルス対策済」以上。 

② ビジネスチャットの活用 

担当職員または総主任から指示がある場合、情報共有の手段として、上記①のスマート

フォンを使用し、セキュリティに配慮したビジネスチャットを活用すること。 

イ 工事開始時（着工会議等）において、総主任、受託者及び工事受注者とでグループを

構築し、工事完了時においては、必ずグループ・メンバー削除等を実施すること。 

ロ ビジネスチャットでは、個人情報（名前、電話番号、メールアドレス等、個人が特定

できる情報）は取り扱わないこと。 

ハ ビジネスチャットに要する費用（アカウント代）は、本契約に含まない。 

 

(5) その他の業務 

 

① 会議 
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受託者は、現場定例会議を開催し、議事録を作成して担当職員に提出すること。また、

受託者は、当機構が主催する監督員会議等に出席し、その内容を工事受注者に指示するこ

と。 

 

② 保険関係成立届の確認 

受託者は、工事受注者から提出される保険関係成立届（写）または労災保険加入証明書

等、労災保険関係成立票の内容を確認出来るものを確認し、労災保険関係成立票と突合確

認を行い、担当職員へ報告すること。 

 

③ 施工体制台帳の確認 

イ 受託者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等に基づき、施工体

制台帳及び下請契約の確認等、施工体制の適正化について点検を行うものとする。（都市

機構ホームページ⇒入札契約情報⇒入札心得・契約関係規定⇒契約関係規定等⇒「施工

体制の適正化について」参照） 

ロ 受託者は、工事受注者が工事を施工するために締結した下請契約がある場合は、以下

について確認等を行うものとする。詳細は別紙２「社会保険等未加入対策について受託

者が実施又は協力する業務」による。 

(ｲ) 受託者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全て

の建設業者について、「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。 

(ﾛ) 受託者は、「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、担

当職員の指示に従い、工事受注者に対し適切な措置が講じられるよう協力すること。 

 

④ 法定外の労災保険の確認 

受託者は、工事受注者から提出される「法定外の労災保険」※についての証券の写し又

はそれに代わるものを確認し、担当職員へ報告すること。なお、保険契約に定める保険金

額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとする。 

※ 法定外の労災保険とは、業務上や通勤途上に災害を被り死亡、重度の身体障がいを残

した場合、又は傷病の状態にある場合に、国の労働災害補償保険（労災保険）とは別に

上乗せ給付等を目的とした保険のこと。 

 

⑤ 法令等に関する届出等に係る確認、報告について 

イ 受託者は、当該物件における法令等に基づく届出等を行う必要があるものについて、

工事受注者より、現場説明書別紙「法令等に基づく届出チェックリスト」を施工計画書

等と併せて提出させ、届出手続等に係る作業の役割分担・提出期限等について、別紙 7

により、着工前会議において工事受注者、受託者、総主任、発注担当課で相互に確認す

ること。建設リサイクル法に基づく通知、景観法等に基づく届出等には、特に注意して

確認すること。 

ロ 確認が終了した「法令等に基づく届出チェックリスト」については、担当職員及び対

象工事発注担当課に提出すること。 
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ハ 当該工事が建設リサイクル法の対象となる場合、受託者は同法第 11条に基づく通知の

完了を確認し、確認後でなければ工事着手を認めてはならない。建設リサイクル法にお

ける工事着手とは、一連の工事の端緒となる仮設（仮囲い含む。）、掘削、内装解体等を、

工事現場の敷地内で始めた時点をいう。 

二 当該工事が景観法の対象となる場合、受託者は同法第 16条５項に基づく通知の完了を

確認し、その通知の完了日から 30日を経過した後でなければ「行為の着手」を認めては

ならない。ただし景観行政団体が、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認

めるときは、その期間を短縮してよい。「行為の着手」の定義については、各景観行政団

体の取扱いによるものする。 

ホ 工事期間中においては、「法令等に基づく届出チェックリスト」の届出等提出予定日ま

でに当該届出等が提出されているか、別紙 7 により、定例会議等において届出等チェッ

クリストに基づき届出手続等の提出期限等について、工事受注者、受託者、総主任、発

注担当課で定期的に相互に確認し、提出されていない場合、担当職員及び対象工事発注

担当課に報告すること。 

ヘ 工事完了時は「法令等に基づく届出チェックリスト」の全ての届出等の提出を確認し、

担当職員に報告すること。 

 

⑥ 総合評価方式における技術提案内容の実施状況確認（対象工事のみ） 

イ 総合評価方式における技術提案対象工事について、受託者は工事受注者が当機構と交

換した「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を工事受注者より提出させ、総合評価

方式における採用提案内容の実施状況を確認し、「施工計画に係る実施状況の確認書（チ

ェックリスト）」により、担当職員へ報告するものとする。 

ロ 受託者は、工事受注者が技術提案内容を実施しない場合、または実施しないおそれが

ある場合は、速やかに担当職員に報告すること。 

 

⑦ 対象工事が「低入札」の場合（対象工事のみ） 

イ 受託者は、工事受注者が低入札価格調査に基づき当機構と交換した「確認書」を工事

受注者より提出させ、追加の配置技術者の氏名及び資格情報（取得日、登録番号等）を

確認し、不整合等あった場合は総括監督員に報告すること。 

ロ 対象工事における立会い等について、部位の重要性を鑑み、保全工事共通仕様書で定

める重点監督項目の立会い及び確認について、複数監督員で実施する等、品質確保に努

めること。 

 

⑧ 工事検査について 

イ 主事検査等（中間及び確認検査を含む。）を受検する場合は、主任監理員はこれに立会

い、確認等をするものとする。 

ロ 当機構の発意により指導検査を行う場合、「工事監督業務委託共通仕様書（Ⅱ）」第 26

条に準じる。 

ハ 受託者は、工事検査に係る各種業務の他、工事検査後の補修工事の確認等に係る業務
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を行うものとする。 

ニ 受託者は、工事受注者が工期内に工事を完成させ、完成した日から 14日以内に完成検

査を受検するよう指導すること。 

ホ 受託者は、工事検査に際して工事関係書類等の事前確認を行うとともに、工事検査受

検時には円滑に検査を進行させ、主導的に質疑等に対する応答を行うこと。また、工事

関係書類の作成及び確認の状況を説明すること。 

 

⑨ 週休２日促進工事 

イ 本業務は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進工事（発注者指

定方式）によるものである。 

ロ 当該工事における週休２日の考え方は、以下のとおりである。 

(ｲ) 「週休２日」とは、対象期間において、すべての月で４週８閉所以上の現場閉所を

行ったと認められる状態をいう。 

(ﾛ) 「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成

日までの期間をいう。なお、準備期間、年末年始、夏季休暇、工場制作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とし

た内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は

含まない。 

(ﾊ) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場

合を除き、当該工事請負契約に含まれる全ての履行中工事の現場において、現場事務

所での事務作業を含め、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。 

(ﾆ) 「４週８閉所以上」とは、対象期間内のすべての月ごとで、現場閉所日数の割合（以

下、「現場閉所率」という。）が、28.5％（８日／28 日）以上の水準に達する状態をい

う。なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日につい

ても、現場閉所日数に含めるものとする。 

(ﾎ) 当該工事の週休２日に掛かる費用については、４週８閉所以上（現場閉所率 28.5％

（８日/28 日）以上）の達成を前提に補正係数を乗じて補正している。 

 現場閉所の達成状況を確認し、月単位の４週８閉所に満たない場合は、補正係数を

通期に変更する。通期の４週８閉所に満たない場合は、補正係数を除いて変更する。 

ハ 工事受注者より、現場閉所日について協議依頼があった場合、協議に応じ、必要に応

じて当機構が発注する同一及び近接工区の工事との調整等を行うものとする。 

ニ 受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成した週休２日の取得計画が確認できる現

場閉所予定日を記載した「実施工程表」等の確認等を行うものとする。なお、同一工区

内に当機構が発注する他工事の受注者がいる場合には、互いの工事の進捗に影響が出な

いように調整がなされた「実施工程表」であるか確認するものとする。工事着手後に、

工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、工事受注者が見直した「実施工程表」

等の確認等を行うものとする。 

ホ  受託者は、工事受注者が作成する｢現場閉所日｣が記載された「実施工程表」、「現場閉

所届（休工届）」、「取得報告書」等により、対象期間内の現場閉所日数の確認等を行うも
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のとする。また、工事完了後は、工事受注者が作成した週休２日の取得結果が確認でき

る「取得報告書」等により、週休２日の達成状況を確認するものとする。 

へ 受託者は、週休２日促進工事である旨が、仮囲い等に明示されているか、確認等を行

うものとする。 

ト 現場閉所が困難となった場合には、受託者は工事受注者に当該理由を確認の上、対応

策を協議するものとする。なお、工事受注者より、幹事工区の実施方法について協議依

頼があった場合、協議に応じ、必要に応じて関連工事との調整等を行うものとする。 

 

 

３ 業務の実施体制等 

 

(1) 資格要件 

管理技術者、主任監理員、監理員については、設計図書の内容を的確に判断する能力を有

するとともに、職階毎に別記１資格基準の条件を満たす者を配置すること。（建築・電気設備・

土木造園に係る工事の主任監理員又は監理員のいずれかについては、保全工事の監督業務経

験を有する者を配置すること。） 

 

(2) 工事監理者 

建築の主任監理員は、建築士法第３条から第３条の３までに規定する建築物の工事を監督

する場合は、建築基準法第５条の６第４項に基づく「工事監理者」とする。 

 

(3) 業務の一部再委託 

監督業務委託契約書第６条第２項の規定より、あらかじめ委託者の承諾を得て業務の一部

を第三者に委任し、又は請負わせることができる業務は次による。 

① 総合監督業務（建築、電気設備、機械設備等の複数職種業務）で、主たる職種以外（建築

工事における電気設備、機械設備等）の業務 

② 監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な業務 

③ 監督業務の一部で専門的な技術（特殊工法、音響、構造立会等）を要する業務 

 

(4) 総主任について 

受託者は、当機構が総主任に委任している以下の事項について、担当職員に加え総主任に

意向を確認した上で、業務を履行すること。また、当仕様書に記載の担当職員へ報告、提出

及び協議する事項並びに確認を受ける事項について、原則として、先ずは総主任を通じて行

うこと。 

① 工事の安全及び品質に係る工事受注者への指示  

② 居住者、公共等団体、事業体への対応  

③ 事故等緊急時の対応 

 

(5) 打合せ及び記録 
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担当職員と受託者との打合せについては、次の時期を目安に行う。 

① 業務着手時 

② 監督業務実施計画書の策定時 

③ 監督業務実施計画書に定める時期 

④ 担当職員又は管理技術者が必要と認めた時 

 

(6) 監督業務実施計画書 

受託者は、当該業務の着手に先立ち、監督体制、配員計画※、監督方針及びその他必要事

項を記載した別冊３様式 2「業務実施計画書」を作成し、担当職員に提出して説明を行う。ま

た、実施計画に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。配員計画及び監督方針等、

監督業務実施計画書の作成にあたっては、本特記仕様書の内容を把握し、対象工事の契約内

容と整合の取れた計画とすること。業務開始後、当該工事監督業務が対象工事の委託契約遂

行にあたり、適当でないと担当職員が判断した場合、受託者に対し、工事監督方針の変更、

是正を求める場合がある。 

※ 配員計画に当たっては、別紙３「配員計画等に係る留意点」に留意すること。 

 

(7) 備品・業務関係書類 

① 受託者は、業務の実施に必要な設備及び備品等を備え付けなければならない。ただし、

現場監督員事務所は委託期間中貸与するものとする。 

② 対象工事の工事関係書類に関しては、現場説明書及び発注者の指示による。受託者は指

定された提出時期を遵守するよう工事受注者を指導し、その書類の確認を行うこと。 

③ 受託者は、公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年度版）、公共住宅建設工事機材の品質・

性能基準（令和元年度版）、保全工事共通仕様書（令和 5 年版）、保全工事共通仕様書機材

及び工法の品質判定基準仕様登録集（令和 5 年版）を購入し、設計図面、現場説明書、そ

の他設計図書内容を熟知、理解したうえで工事監督業務を行うこと。 

 

(8) 業務の完了 

受託者は、本契約書第 14 条に規定する業務が完了したときは、別冊３様式 15「業務完了

届」及び下記の成果品を担当職員に提出し、確認を受けること。 

① 業務処理結果報告書 別冊３様式 7-1  

日々の業務内容及び工事監理の結果等について、簡潔に記載する。 

② 業務処理結果報告書（補助用紙） 別冊３様式 7-2 

業務内容で重要な事項等について記載し、整理ナンバー等を付番し別冊３様式 7-1 と整

合させること。 

③ 月別実施配員報告書  

主任監理員及び監理員の月毎に配員した人数が分かる資料を提出すること。配員人数は、
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当初計画と実績を記載し、業務処理結果報告書と整合を図ること。 

④ 施工プロセスチェックシート 別冊３様式 7-4 

⑤ 業務打合せ記録簿 別冊３様式 7 

担当職員、総主任及び工事受注者等との打合せ結果について、必要事項を記載する。な

お、別途議事録等を作成しており、必要事項が記載されている場合は、その資料でも可と

する。 

⑥ 監督記録 別冊３様式 10-1、監理・監督記録 別冊３様式 10-2 

工事監理の結果及び保全工事共通仕様書「保全工事重点監督要領」に基づく確認結果を

記載する。 

なお、報告にあたっては工事写真、当該部位の設計図及びその他資料を適宜添付する。 

⑦ 安全パトロールチェックリスト 別冊３様式 11 (対象工事のみ) 

現場で実施した安全巡回点検の記録を提出すること。 

⑧ 法令等に基づく届出チェックリスト 

工事受注者から提出させた「法令等に基づく届出チェックリスト」の全ての届出等の提

出を確認し、その控えを提出すること。 

⑨ 施工計画に係る実施状況の確認書（チェックリスト） (対象工事のみ) 

工事受注者が当機構と交換した「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」に添付されて

いる「施工計画に係る実施状況の確認書（チェックリスト）」を使用し、技術提案の実施状

況を確認し、実施状況が客観的に分かる資料等を添付して提出すること。 

 

 

４ その他 

 

(1) 個人情報等の保護に関する特約条項の締結について 

受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これ

に基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。 

なお、特約条項の様式については都市機構ホームページ「都市機構について⇒ 入札・契約

情報⇒ 入札心得・契約関係規程⇒ 入札関連様式・標準契約書」(https://www.ur-

net.go.jp/order/sanka.html)を参照すること。 

 

(2) 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項の締結について 

受託者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」

（当機構ホームページ⇒入札・契約情報⇒入札心得・契約関係規定⇒入札関連様式・標準契

約書⇒当機構で使用する標準契約書等を参照）を契約書と併せて、同日付で締結し、これに

基づき外部電磁的記録媒体を適切に取り扱うこと。 
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(3) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」とい

う。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否する。不当介入があった時点で速やかに警察

に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合、速やかにその内

容を記載した文書により当機構に報告すること。 

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた

場合は、当機構と協議を行うこと。 

 

(4) 本業務が業務成績評定対象業務（委託料が 200 万円以上の業務）に該当する場合、業務完

了後、受託者に業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時

に価格以外の評価項目として使用する場合がある。 

 

(5) 本業務を一定の基準以下で落札した受注者に対し、落札後に必要に応じ資料の提出を求め

る。 

 

(6) 本特記仕様書及び共通仕様書について、仕様書として契約書に添付すること。 

 

(7) 部分払いについて 

受託者が、本契約第 16 条に規定する部分払いを請求する場合は、当該請求部分に係る業務

について、下記の要件を満たすものとする。 

① 業務の既済部分（工事完了の棟又は部分）に関する監督業務（監督記録等書類の整備を

含む）が全て完了していること。（外壁修繕工事においては、２(1)③ロに示す施工段階に

おける完了確認を含む。） 

② 既済部分の監理・監督記録（重点監督項目用）は、担当職員が工事書類や工事写真等で

確認できるものとする。 

③ 月別実施配員報告書等（配員の予定出来高及び実施出来高が分かる資料）、監理・監督

記録（重点監督項目用）、業務処理結果報告書及び業務打合せ記録簿を提出し、担当職員

の確認を受けること。 

 

(8) 重要事項説明について 

本業務を契約する場合、建築士法第 24 条の 7 に基づき契約前に本業務発注担当課に対し

重要事項説明をおこなうものとする。説明者は管理建築士又はその建築士事務所に所属する

建築士とし、必要事項を記載した「重要事項説明書」にて説明をおこなうものとする。様式

については「一般社団法人日本建築士事務所協会連合会（http://www.njr.or.jp/）」からダ

ウンロードするものとする。 
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(9) 喫煙について 

① 受託者は、団地内の屋外で喫煙を行う場合は、対象工事により設置された屋外喫煙所で

喫煙を行うこと。 

② 受託者は、対象工事により設置した監督員事務所内で喫煙を行う場合は、基準適合室内

で喫煙を行うこと。また、団地内の住戸等を監督員事務所として使用する場合においても、

同様に基準適合室内で喫煙を行うとともに隣戸への受動喫煙防止のため、ベランダ等での

喫煙は行わないこと。 

 

(10) 団地内の駐車場貸与について 

団地内の有料駐車場の使用を希望する場合は、担当職員に申し出を行い、別途、住まいセ

ンターと有料駐車場利用契約（月極）を締結すること。ただし、駐車場の稼働状況等によっ

ては利用できない場合がある。 

 

(11) 業務環境の改善について 

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮する

ものとする。 

ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙５「ウイークリースタンス実施要領」及

び「打合せ記録簿記載例」に基づき、担当職員と確認・調整した内容について取り組むもの

とする。 

 

(12) この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、担当職員と協

議すること。 

 

以 上 

【添付書類】 

別記１ 資格基準 

別記２ 業務概要書 

 

別紙１ 工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ) 

別紙２ 社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務 

別紙３ 配員計画等に係る留意点 

別紙４ 「保全工事共通仕様書（令和５年度版）」の給排気筒養生等関連部分の運用について 

別紙５ ウイークリースタンス実施要領及び打合せ記録簿記載例 

別紙６ 保全工事に係る監督員検査の実施時期の目安について 

別紙７ 法令に基づく届出等チェックリストに係る作業フロー 
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別冊１ 保全工事監理ハンドブック（令和２年度版） 

別冊２ 保全工事安全管理計画書チェックリスト 巡回点検マニュアル（令和２年版） 

別冊３ 工事監督業務「様式集」（保全工事）令和 5年 11月版 
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別記１ 

資格基準 

職種 職階 資格基準 

建築 

管理 

技術者 

１ 一級建築士の資格取得後に、５年以上の実務経験を有しかつ業務の統括

管理を５年以上継続して行ったことがある者 

主任 

監理員 

次の１～２のうち、いずれかの資格を満たすこと 

１ 一級建築士の資格を有する者 

２ 職歴、経歴等により１と同等の能力を有すると認められる者 

監理員 
１ 主任監理員の資格基準には該当しないが、相当の能力を有すると認めら

れる者 

電気 

管理 

技術者 

次の１～２のうち、いずれかの資格を満たすこと 

１ 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士（電気電子部門）、電気工事施

工管理技士（１級）、電気主任技術者のいずれかの資格取得後に、２年以上

の実務経験を有しかつ業務の統括管理を２年以上継続して行ったことがあ

る者  

２ 職歴、経歴等により１と同等以上の能力を有すると認められる者 

主任 

監理員 

次の１～３のうち、いずれかの資格を満たすこと 

１ 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士（電気電子部門）、電気工事施

工管理技士（１級、２級）、電気主任技術者のいずれかの資格を有する者 

２ 第一種電気工事士の資格取得後２年以上又は第二種電気工事士の資格取

得後２年以上の実務経験を有する者 

３ 大学卒業後６年以上又は工業高等学校卒業後 10 年以上の実務経験を有

する者若しくはこれに準ずる者 

監理員 
１ 主任監理員の資格基準には該当しないが、相当の能力を有すると認めら

れる者 

機械 

管理 

技術者 

１ 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士（衛生工学部門）、管工事施工

管理技士（１級）のいずれかの資格取得後に、２年以上の実務経験を有し

かつ業務の統括管理を２年以上継続して行ったことがある者 

主任 

監理員 

１ 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士（衛生工学部門）、管工事施工

管理技士（１級又は２級）、設備士（空気調和衛生工学会）のいずれかの資

格を有する者 

監理員 

１ 主任監理員と同等の資格又は大学卒業後５年以上の機械設備に関する実

務経験を有する者又は高校卒業後 10 年以上の機械設備に関する実務経験

を有する者 

土木 

造園 

主任 

監理員 

次の１～３のうち、いずれかの資格を満たすこと 

１ １級（土木又は造園）施工管理技士の資格を有する者 

２ 原則として、２級（土木又は造園）施工管理技士の資格取得後４年以上

の実務経験を有する者 

３ 職歴、経歴等により１と同等以上の能力を有すると認められる者 
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- 位 置 図 及 び 工 事 区 域  -

工　期
※余裕期間制度

(フレックス方式)

令和7年3月18日 令和10年3月11日

（工事日数：　1090　日） （余裕期間：120日）

工期(指定部分)
一次指定：施設街区広場整備完了

外壁修繕完了_1～11､13～29､12V、共用灯屋外灯修繕完了_全棟（令和8年6月30日）

・鉄部塗装工事一式

競争参加資格通知日 令和7年2月6日 開札予定日 令和7年3月10日

工　事　概　要

S42(1967)～S45(1970)年度　管理開始 69棟５階建　1,840戸（他付属棟含む）

・外壁修繕工事一式 ・共用灯・屋外灯修繕工事

　（左官・外壁塗装・防水） ・施設街区広場整備工事

・バルコニー床防水工事一式

・屋根防水修繕工事一式

工　事　名　称 06-金剛団地総合改修工事

施　工　場　所 大阪府富田林市寺池台一丁目９　他 概 算 金 額 2,300 百万円

外壁修繕工事（バルコニー床防水を除く）

外壁修繕工事（屋上防水改修・

バルコニー床防水・鉄部塗装工事含む）

凡例

造園工事

電気工事

12V

集会所・清掃員詰所
120V

集会所・清掃員詰所

棟番号  階数 棟数  戸数

1～11､13～29､
101～119､121～142号棟

5 69棟 1840戸

12V､120V

（管理サービス事務所・清掃員詰所）
1 2棟 -

計 - - 1840戸

備考 上記の他、範囲内の付属建物を含む。
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別紙１ 

工事監督業務共通仕様書（Ⅱ） 

（適用） 

第１条  この仕様書は、独立行政法人都市再生機構が工事監督業務を委託する場合における受託

者が行う工事監督業務について適用する。 

（受託者） 

第２条  受託者は、この仕様書に基づいて受託者の職員に的確に工事監督を行わせなければなら

ない。 

２  受託者は、工事監督の実施のため管理技術者、主任監理員及び監理員を定めなければならな

い。 

３  受託者は、管理技術者、主任監理員及び監理員を決定し、又は変更した場合は書面をもっ

て、その者の氏名、年齢、職歴及び業務に関する資格を契約書に定める担当職員（以下「担当

職員」という｡)に通知しなければならない。 

４  受託者は、この仕様書に定めるものの他、必要があるときは工事受注者に対して的確な指示

を与え、重要な事項については担当職員への報告又は担当職員との協議をしなければならな

い。 

（管理技術者） 

第３条  管理技術者は、仕様書に示された業務の適正な履行を確保するために主任監理員及び監

理員を指揮監督し、業務を総括掌理しなければならない。 

２  管理技術者は、工事監督業務の実施に当たり、「業務実施計画書」を作成し、担当職員に提

出して承諾を得なければならない。 

３  管理技術者は、別途定める様式により「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求の

あったときは、遅滞なく、これを提出して、業務処理結果状況の確認を受けなければならな

い。 

４  管理技術者は、契約書、図面及び仕様書（現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含

む。以下これらの図書及び仕様書を「設計図書」という｡)の内容について熟知し、かつ、工事

現場の状況に精通しておかなければならない。 

５  管理技術者は、常に工事受注者及び地元の関係に留意し、その間に諸種の問題を起こさない

よう配慮しなければならない。 

（主任監理員及び監理員） 

第４条  主任監理員は、工事の状況に精通し各工事の進ちょくに留意し、工事が円滑に施工され

るように務めなければならない。 

２  主任監理員は、監督業務の実施に当たって監理員を指揮監督し、常に工事受注者に対し的確

な指示を与え、又は遅滞なく所要の手続きをとり、重要な事項については、管理技術者に報告

しその指示を受けなければならない。 

３  監理員は、主任監理員の指示するところに従って監督業務を行い、監督状況を主任監理員に

報告しなければならない。 

（監督の技術的基準） 
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第５条 監督を行うに当たって必要な技術的基準については、別に定めるところによる。 

（下請負） 

第６条  主任監理員は、工事受注者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、

別に定めるところにより下請負人（受託者を含む。以下同じ｡)の名称その他必要な事項をあら

かじめ通知することを工事受注者に請求しなければならない。 

２  主任監理員は、前項の規定により工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること（以

下「下請負」という｡)について工事受注者から通知を受けたときは、その内容を管理技術者に

報告しなければならない。 

３  主任監理員は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたとき

は、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。 

４  管理技術者は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたとき

は、理由を付して担当職員に報告しなければならない。 

（施工体制台帳） 

第７条 主任監理員は、工事受注者から施工体制台帳の提出を受けたときは、その内容、現場把

握のうえ、管理技術者に報告しなければならない。 

２ 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。 

（現場代理人等） 

第８条  主任監理員は、工事受注者から現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上

の管理をつかさどる専任の主任技術者（監理技術者）及び専門技術者（建設業法（昭和24年法

律第100号）第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ｡)（以下「現場代理人等」とい

う｡)について通知を受けたときは、管理技術者に報告しなければならない。 

２  主任監理員は、工事受注者の現場代理人等又は現場代理人等でない工事受注者の使用者若し

くは労務者について、工事の施工又は管理につき不適当であると認める者があるときは、その

理由を付して管理技術者に報告しなければならない。 

３  管理技術者は、第１項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、担当職員に報告し

なければならない。 

４  管理技術者は、第２項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、理由を付して担当

職員に報告しなければならない。 

（現場に関する書類等） 

第９条  管理技術者は、その職務に応じて、次の各号に掲げる書類等を工事現場に備え付け、こ

れを整備しておくものとする。 

一  契約に関する書類 

イ  工事請負契約書写し（契約工程表を含む。） 

ロ  設計図書 

ハ  請負代金内訳書 

ニ  現場代理人等届 

ホ 履行報告 

ヘ  火災保険及び建設業退職金等に関する書類 
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二  工事施工状況に関する書類 

イ  技術者名簿に関する書類 

ロ  施工体制台帳、施工体系図 

ハ  工事カルテに関する書類 

ニ  工事計画書、施工計画書（実施工程表を含む。） 

ホ 各種施工図等  

ヘ  施工管理記録、工事写真に関する書類 

ト 主要材料に関する書類 

チ  試験に関する書類 

チ  再生資源利用計画、再生資源利用促進計画等に関する書類 

三  その他必要な書類 

２  前項第２号及び第３号に掲げる書類の記録の方法等は、別に定めるところによる。 

（工事カルテ作成・登録） 

第10条 主任監理員は、工事受注者が作成した工事カルテの内容を確認したときは遅滞なく、管

理技術者に報告しなければならない。 

２ 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならな

い。 

（工事施工計画） 

第11条  主任監理員は、工事受注者から提出される工事施工計画について、関連する工事及び地

元関係に留意して、その内容を検討し、管理技術者に報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。 

（関連工事の調整） 

第12条  主任監理員は、工事受注者の施工する工事及び他の工事受注者の施工する工事が施工上

関連する場合において、その施工について調整を行う必要があるときは、管理技術者に報告し

指示を受けなければならない。 

２  管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告し指示を受けなけれ

ばならない。 

（工事着工日の報告） 

第13条  主任監理員は、工事受注者が着工したことを確認したときは、遅滞なく、管理技術者に

報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならな

い。 

（工事の促進） 

第14条  主任監理員は、工事受注者から提出された実施工程表に基づき、常に工事の工程に注意

し、工事受注者に対し工事の促進に係る指示を与えなければならない。 

２  主任監理員は、工事の進捗状況を管理技術者に報告しなければならない。 

３  主任監理員は、工事が遅延するおそれがあるときは、その状況について管理技術者に報告し

なければならない。 
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４  管理技術者は、前２項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職

員に報告しなければならない。 

（設計図書） 

第15条  主任監理員は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したとき又は

その事実につき工事受注者から書面をもって通知を受けたときは、直ちに、調査を行い管理技

術者に報告し、指示を受けなければならない。 

一  設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。 

二  設計図書の表示が明確でないこと。（図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に

誤り又は脱漏があることを含む｡) 

三  工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的

な施工条件が実際と相違すること。 

四  設計図書で明示されていない施工条件について、予測することのできない特別の状態が生

じたこと。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、

指示を受けなければならない。 

（施工図） 

第16条 主任監理員は、工事受注者から設計図書に基づいて作成した施工に必要な細部設計図、

原寸図等の提出を受けたときは、これを確認し管理技術者に報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。 

（材料確認） 

第17条  主任監理員は、工事に使用する材料（貸与品及び支給品を含む。以下同じ｡)のうち、設

計図書において監督員の確認等を受けて使用すべきものと指定されたものにあっては、品質、

数量等について使用前に確認し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により、主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し

なければならない。 

３  主任監理員は、第１項の規定による検査の結果、不適合と決定した材料を遅滞なく工事現場

から搬出させ、適合と決定した材料は承諾を得ることなく搬出させてはならない。 

４  主任監理員は、工事に使用する材料の保管については、周囲の状況、品質等に応じ工事受注

者に適切な管理をさせなければならない。 

（施工検査） 

第18条  主任監理員は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事に

ついては、工事受注者の申出に応じ、遅滞なく、立会い又は段階検査を行わなければならな

い。 

２  主任監理員は、前項の申出を受けた場合において立会い又は段階検査を行いがたい正当な理

由があるときは、直ちに、管理技術者に報告しその指示を受けた上、工事受注者に対し適切な

処置をとるべきことを指示しなければならない。 

３  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、事前に担当職員に報

告し、承諾を得たのち主任監理員に指示を与えなければならない。 
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（破壊検査） 

第19条  主任監理員は、工事受注者が指示に反して第17条第１項に規定する確認等又は前条に規

定する立会い若しくは段階検査を受けないで施工した場合で破壊検査の必要があると認めたと

きは、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、破壊検査の必要の有

無について検討し、その内容を事前に担当職員に報告し承諾を得たのち、主任監理員に指示を

与えなければならない。 

（改造請求） 

第20条  主任監理員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められるときは、工事受注者に

対しその改造を請求し、その措置について管理技術者に報告しなければならない。 

（工期の延長） 

第21条  主任監理員は、工期延長の必要があると認めたとき又は工事受注者から工期延長の申請

を受けたときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、理由を付

して担当職員に報告しなければならない。 

（工事の変更） 

第22条  主任監理員は、工事を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めた

とき又は工事受注者から申出があったときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しな

ければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、速やかに、理由を付

して担当職員に報告しなければならない。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第23条  主任監理員は、工事受注者から工事請負契約書中「賃金又は物価の変動に基づく請負代

金額の変更」の規定に基づき請負代金額の変更の請求があったときは、直ちに、管理技術者に

報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その旨を担

当職員に報告しなければならない。 

３  主任監理員は、工事受注者から第１項の規定による請求があった日から起算して１４日以内

に別に定めるところにより残工事量を査定し、その結果を管理技術者に報告しなければならな

い。 

４  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その結果を

担当職員に報告しなければならない。 

（解体材、発生材等） 

第24条  主任監理員は、解体材、発生材、文化財、その他工事上支障となる障害物件（以下「解

体材、発生材等」という。）が生じたときは、工事受注者から提出させた調書を付して管理技

術者に報告し、その指示を受けなければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、

その指示を受けなければならない。 
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３  主任監理員は、前項の指示があるまで、解体材、発生材等について工事受注者に適切に管理

をさせなければならない。 

（建設副産物） 

第25条 主任監理員は、工事受注者から提出された再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

についてその内容を確認のうえ、管理技術者に報告しなければならない。 

２ 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。 

（検査時の措置） 

第26条  主任監理員は、工事受注者から部分払いの請求のための確認を求められたときは、遅滞

なく、当該請求に係る工事の出来形部分等について確認を行い管理技術者に報告しなければな

らない。 

２  主任監理員は、工事受注者から工事が完成した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、工事が

完成していることを確認して、管理技術者に報告しなければならない。 

３  主任監理員は、検査の実施に立ち会わなければならない。 

４  主任監理員は、完成検査の結果、検査員から補修又は改造を工事受注者に命じた旨の通知を

受けた場合は、その補修又は改造の履行について監督しなければならない。 

５  主任監理員は、工事受注者から前項の補修又は改造が完了した旨の通知を受けたときは、遅

滞なく、補修又は改造が完了したことを確認して管理技術者に報告しなければならない。 

６  管理技術者は、第１項、第２項又は第５項の規定により主任監理員から報告を受けたとき

は、工事受注者から提出された書類を添付して、直ちに、担当職員に報告しなければならな

い。 

（臨機の措置） 

第27条  主任監理員は、災害防止その他施工上工事受注者に臨機の措置をとらせる必要があると

認められるときは、直ちに、意見を付して管理技術者に報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その必要

の有無について検討し、意見を付して担当職員に報告し、その承諾を得なければならない。た

だし、緊急やむを得ない場合は自己の判断で指示し、その措置について担当職員に報告しなけ

ればならない。 

３  主任監理員は、工事受注者から災害防止等のためにとった臨機の措置について報告を受けた

ときは、直ちに、その状況を調査確認し管理技術者に報告しなければならない。 

４  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その状況

を担当職員に報告しなければならない。 

（天災その他不可抗力による損害） 

第28条  主任監理員は、天災その他の不可抗力により損害を生じたときは、直ちに、その状況を

調査し管理技術者に報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員

に報告しなければならない。 

３  主任監理員は、工事受注者から天災その他の不可抗力により、工事の出来形部分、工事仮設

物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨の通知を受けたときは、直ち
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に、調査を行いその損害の状況を確認し、管理技術者に報告しなければならない。 

４  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その損害

の状況を担当職員に報告しなければならない。 

（工事目的物の損害） 

第29条  主任監理員は、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他工事の施工に関し

て生じた損害について必要と認めたときは、速やかに、その状況を管理技術者に報告しなけれ

ばならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その事実

を担当職員に報告しなければならない。 

（第三者に及ぼした損害等） 

第30条  主任監理員は、工事の施工に伴い工事現場周辺の住民その他の第三者に損害が生じたと

き又は工事現場周辺の住民その他の第三者との間に紛争が生じたときは、直ちに、その状況を

調査し管理技術者に報告しなければならない。 

２  管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員

に報告しなければならない。 

（契約履行等についての危惧） 

第31条  管理技術者は、工事受注者が行う契約の履行について疑念が生じたときは、速やかに、

担当職員にその理由を調査し報告しなければならない。 
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別紙２ 

 

社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務 

 

業務対象工事における社会保険等未加入対策について、受託者が総括監督員に協力する内容は、

下記のとおりとする。 

なお、これらの業務については総括監督員が自らの責任において、工事受注者への通知、契約

担当課への書面の送付及びその他必要な業務を実施する。 

 

１ 共通事項 

(１) 工事受注者から提出された施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者（建

設業法（昭和 24年法律第 100 号）第２条第３項に定める建設業許可を受けている建設業者

をいう。）について、次の各号に掲げるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行して

いない社会保険等未加入建設業者（以下「未加入業者」という。）に該当するか否かを確認

する。 

イ 健康保険法（大正 11年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務 

ロ 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115 号）第 27条の規定による届出の義務 

ハ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116 号）第 7条の規定による届出の義務 

(２) 最終的に工事請負契約書第７条の２第１項の規定違反と判断された未加入業者に対して

は、当該建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金を確認できる書類を

提出させ、総括監督員に送付する。 

 

２ １次下請負人に未加入業者が確認された場合 

(１) １次下請負人に未加入業者が確認された場合、総括監督員に速やかに報告し、あわせて

当該未加入業者の下請契約書、施工体制台帳及び施工体系図の写しを総括監督員に送付す

る。 

(２) (１)に併せて工事受注者に対し、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなけれ

ばならない特別の事情を記載した書面（以下「特別事情申請書」という。）「社会保険等未

加入関係書式（別添様式 1）」を速やかに提出するよう書面で通知すること。 

その際、特別事情申請書によっても、機構が当該建設業者を下請人としなければ工事の

施工が困難となること等の特別の事情が認められない場合、工事請負契約書第７条の２第

１項の規定に違反することとなる旨を併せて通知する「社会保険等未加入関係書式（別添

様式 2）」。 

(３) 工事受注者から受託者に特別事情申請書が提出された場合、総括監督員へ特別事情申請

書を送付する。 

(４) (３)の手続後、機構が特別の事情を有さないと認め通知を行った場合にあって、工事工

期内（受託者と委託者間の契約における工期をいう。(６)において同じ。）かつ特別事情申

請書の提出期限後においても、工事請負契約書第７条の２第１項の規定に違反している状

態が継続している場合、受託者は「一定の期間※１」を定めて、工事受注者に対し社会保険

等未加入建設業者が届出の義務を履行した事実を確認することができる書類（以下「確認

書類※２」という。）を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。 

(５) (３)の手続後、機構が特別の事情を有すると認めた場合、その旨を通知するとともに、

一定の期間を指定し、その期間内に確認書類を契約担当課に提出するよう工事受注者に請

求する。また、一定の期間内に工事受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工

事請負契約書第７条の２第１項の規定に違反すること及び違約罰を請求する旨を併せて書

面で通知する。 

(６) (５)の場合にあって、工事工期内かつ確認書類の提出期限後においても、工事請負契約

書第７条の２第１項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一

定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう指示を行う。 
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３ ２次下請負契約以下の下請負人に未加入業者が確認された場合 

(１) ２次下請負契約以下の下請負人に未加入業者が確認された場合、総括監督員に速やかに

報告し、あわせて施工体制台帳及び再下請負通知書（当該未加入業者に係る部分に限る）

の写しを総括監督員に送付する。 

(２) (１)に併せて工事受注者に対し、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導する

よう書面にて通知するとともに、当該通知を行った日から 30 日※３以内に、確認書類又は

特別事情申請書を契約担当課に提出するよう指示を行う。 

この際、当該期間内に確認書類が提出されず、かつ、特別の事情を有すると認められな

かった場合には、工事請負契約第７条の２第１項の規定に違反することとなる旨を併せて

通知する。 

(３) (２)の手続後、当該期間内に確認書類が提出されず、工期内において、工事請負契約書

第７条の２第１項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定

の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を

行う。 

(４) 上の(２)の手続後、工事受注者から受託者に特別事情申請書が提出された場合、総括監

督員へ特別事情申請書を送付する。 

(５) 上の(４)の手続後、機構が特別の事情を有しないと認め通知をおこなった場合にあって、

工期内かつ当該通知後においても、工事請負契約書第７条の２第１項の規定に違反してい

る状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して

確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。 

(６) 上の(４)の手続後、特別の事情を有すると認めた場合、契約担当課は、受託者に対して、

当該特別の事情を有すると認めた旨を通知するとともに、当該下請負人に社会保険等に加

入することを指導するよう求めるものとする。 

また、一定の期間内に工事受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工事請負

契約書第７条の２第１項の規定に違反すること及び違約罰を請求する旨を併せて書面で通

知する。 

※１ 一定の期間とは、未加入である社会保険等の加入手続きに最低限必要な期間をいい、

概ね 30 日とする。 

※２ 確認書類は、下記に示すいずれかの書面とする。 

① 健康保険・厚生年金保険の確認書類 

・ 「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し 

・ 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し  

・ 「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し 

② 雇用保険の確認書類 

・ 「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し 

・ 「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）の写し 

※３ 受託者が当該下請負人に適切に加入指導を行っているなど、相当の理由があると機

構が認める場合は、機構は確認書類又は特別事情申請書の提出期間を 30 日から 60 日

（当該下請負人が、２次下請負人（１次下請負人が、その請け負った建設工事を他の

建設業を営む者に請け負わせる場合における当該他の建設業を営む者をいう。）以下の

下請負人のときは 90 日）に延長することができるものとする。 

以 上  
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別添様式１ 

特別事情申請書 

令和〇年〇月○日 

独立行政法人都市再生機構○○本部等 

 本部長 ○○ ○○ 殿 

                           住 所 

                           商 号 

代表者         印 

当該下請契約を締結した特別な事情 
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別添様式２ 

下請負契約理由確認通知書 

令和〇年〇月○日 

住 所 

商 号 

代表者                   殿 

独立行政法人都市再生機構○○本部等 

                                     本部長 ○○ ○○  

             

 令和〇年〇月○日付けで提出された施工体制台帳により、下請負者が社会保険等未加入建設業者で

あることを確認いたしましたので、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面を令和〇年〇

月○日までに、ご提出していただきますようお願いいたします。 

 なお、特別の事情があると認められない場合は、令和〇年〇月○日付で締結した工事請負契約書第

７条の２第１項の規定に違反することとなります。 

以 上 
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別紙３ 

配員計画等に係る留意点 

 

監督員の配員計画策定等にあたり、以下の点にご留意願います。 

 

１ 監督員配員の適正化＜外壁修繕工事及びエントランス改修工事＞ 

団地内工事における工事監督業務は、団地内工事という性格上、工事の品質管理のみならず、

不定期に発生するお客様対応等も重要な業務となります。 

そのため、仕様書記載の参考配員数につきましては、現場を確認する機会をより多く設ける

ために、足場設置から足場解体までの期間、平均すると週３日程度（低入札工事の場合は週４

日程度）の配員※となるよう定めております。 

※ 足場設置期間中、全ての週において３日程度（低入札工事の場合は４日程度）の配員を依

頼するという意味ではありません。工事進捗に応じ、配員の濃淡をつけるなど柔軟な計画を

立ててください。（下記３参照） 

配員計画策定にあたっては、同日に複数の監督員を配員するのではなく、極力配員を分散し

ていただきますよう、お願いいたします。 

また、対象工事が複数の場合は、対象工事毎に各々異なる監理員を配置し、かつ、複数配員

して二重に確認、照合できる体制としてください。これによりがたい特別な事情がある場合は、

別途協議します。 

 

２ 監督員配員の適正化＜窓・建具改修工事/屋根断熱防水工事＞ 

団地内工事における工事監督業務は、団地内工事という性格上、工事の品質管理のみならず、

不定期に発生するお客様対応等も重要な業務となります。 

そのため、仕様書記載の参考配員数につきましては、現場を確認する機会をより多く設ける

ために、足場設置から足場解体までの期間、平均すると週１～３日程度の配員※となるよう定め

ております。 

※ 足場設置期間中、全ての週において１～３日程度の配員を依頼するという意味ではありま

せん。工事進捗に応じ、配員の濃淡をつけるなど柔軟な計画を立ててください。（下記３参照） 

配員計画策定にあたっては、同日に複数の監督員を配員するのではなく、極力配員を分散し

ていただきますよう、お願いいたします。 

また、対象工事が複数の場合は、対象工事毎に各々異なる監理員を配置し、かつ、複数配員

して二重に確認、照合できる体制としてください。これによりがたい特別な事情がある場合は、

別途協議します。 

 

３ 工事の進捗に応じた柔軟な対応 

監督業務の配員は、工事監理を行う工事に対する業務量等により決定します。工事がなかな

か進捗しないにもかかわらず過剰に配員を行うなど、工事の進捗に合わない配員を行い、その

結果、配員が不足した場合にも追加配員を行うことはできません。工事の進捗に応じて、柔軟
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な配員計画をお願いいたします。 

 

４ 工期延期がわかった段階で工務担当者に連絡 

工期変更や追加工事の発生などがある場合には、その後の配員計画や変更契約について協議

が必要となります。工期変更等がわかった段階で工務担当者へ速やかにご連絡ください。（履行

期間終了日の 45 日前を目安） 

 

５ その他 

(1) 主任監理員又は監理員のいずれかは、保全工事の監督業務経験を有する者としてください。 

(2) 管理技術者と主任監理員を兼務するときは、管理技術者兼主任監理員届を提出してくださ

い。 

(3) パソコンを用いて、メール、ワープロ、表計算ソフトを操作することができ、工事受注者

や担当職員と書類等のやり取りができる者を配置してください。 

(4) 仮設足場を昇り降りして施工状況を確認できる者を配置してください。 

 

以 上  
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別紙４ 

「保全工事共通仕様書（令和 5年度版）」の給排気筒養生等関連部分の運用について 

外壁修繕工事等における給排気筒養生の関連項目について、以下のとおりの運用とする。 

 改正（下線部追加） 現行 

「本文」 

総則編 

1.2.4 施工中の安全確保 

15 給排気筒の取扱いは次によるものと

し、ガス器具の不完全燃焼防止の対策を

講じる。 

(1)給排気筒、給排気口及び給湯器本体

等ガス燃焼機器類は、養生等で塞いで

はならない。 

(2)作業中に給排気筒に付いた汚れは速

やかに除去する。 

(3)養生指導会を開催し、養生作業者に

対し、給排気筒の養生に関する危険性

及び禁止行為等の講習を行い、周知徹

底を図る。 

(4)養生指導を受講した作業者に対し受

講済みである証明として「腕章」等を

交付し管理すること。「腕章等」をし

ていない作業者には養生作業を行わ

せてはならない。 

1.2.4 施工中の安全確保 

15 給排気筒の取扱いは次によるものと

し、ガス器具の不完全燃焼防止の対策を

講じる。 

(1)給排気筒、給排気口及び給湯器本体

等ガス燃焼機器類は、養生等で塞いで

はならない。 

(2)作業中に給排気筒に付いた汚れは速

やかに除去する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「重点監督

要領」 

建築 

【一般共通

事項】 

2 安全対策の確認 

○「労働安全衛生法」その他関係法令等に

従い、災害及び事故の防止に努めている

ことを確認する。 

○「手すり先行工法に関するガイドライ

ン」に基づく足場の設置を確認する。 

○給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガ

ス燃焼機器類の養生に関する養生指導

会の資料及び養生指導会の実施を確認

する。 

○養生指導会を受講した証明である「腕章

等」を作業員が着用していることを確認

する。 

○給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガ

ス燃焼機器類が養生で塞がれていない

か確認する。 

2 安全対策の確認 

○「労働安全衛生法」その他関係法令等に

従い、災害及び事故の防止に努めている

ことを確認する。 

○「手すり先行工法に関するガイドライ

ン」に基づく足場の設置を確認する。 

○給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガ

ス燃焼機器類の養生に関する養生指導

会の資料を確認する。 

 

○養生指導会を受講した証明である「腕章

等」を作業員が着用していることを確認

する。 

○給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガ

ス燃焼機器類が養生で塞がれていない

か確認する。 
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別紙５ 
ウイークリースタンス実施要領 

 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）第 22 条に基づく「発注関

係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境

を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したう

えで、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受委託者

間で設定する。 

① 休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③ 休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④ 昼休みや 17時以降の打合せは行わない。 

⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（ｗｅｂ会議の積極的な活用等）。 

(2) 業務履行期間中であっても、受委託者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内

容を見直すことができる。  

(3) (1)によらず、やむを得ず受託者に作業依頼を行う場合には、担当職員から管理技術者に対

して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

(4) 緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

(1) 初回打合せ時に取組内容を受委託者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、

初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

(2) 受託者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受委託者間で共有する。 

(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受委託者双方で確認し、打合せ記録

簿に整理する。 

 

以 上 
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打合せ記録簿記載例 

 

対象業務：〇〇団地〇〇工事監督業務   受託者 ：〇〇監督事務所 

 

１ 初回打合せ時 

ウイークリースタンス取組内容 
取組内容 特記事項※2 実施※3 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日と
しない。 

 

■ 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 
 

■ 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は
新たな依頼をしない。 

 

■ 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 
 

■ 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 
 

■ 

⑥その他の項目※1 
 

－ 

※1 ①～⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する。 
※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する。 
※3  実施する項目を「■」とする。 

 
２ 成果品納品時 

ウイークリースタンス取組内容及び実施結果 
取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日と
しない。 ■ 

  

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 
■ 

  

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は
新たな依頼をしない。 ■ 

  

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 
■ 

  

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 
■ 

  

⑥その他の項目 
－ 

  

※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」

から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。 
効果・改善点等※5 

 

 

※5  ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容（（例) 残業が減少し、業務に余裕が

出来た）などを記入する。 



保全工事に係る監督員検査の実施時期の目安について 

＜建築＞ 

1．（外壁修繕工事） 

１. 対象工事 技術監理部が監理する外壁修繕工事 

２．監督員検査 

の実施時期 

仮設足場が設置された状態で外壁下地補修が概ね完了し、外壁上塗りが施工されている時期。 

３．監督員検査 

の対象範囲 
外壁下地補修完了段階、外壁仕上完了段階の中から抜き取りを行い、監督員検査の対象範囲とする。 

２．（耐震改修工事・窓建具改修工事）

１. 対象工事 技術監理部が監理する耐震改修工事 技術監理部が監理する窓建具改修工事 

２．監督員検査 

の実施時期 

耐震壁配筋時期 モデル施工実施時期

３．監督員検査 

の対象範囲 

耐震壁、耐震ブレス、炭素繊維巻、耐震スリットの各工程段階から抜き

取りを行い、対象範囲とする。 

窓建具改修工事の各工程段階から抜き取りを行い、対象範囲とする。 

３．（屋根防水修繕工事）

１. 対象工事 技術監理部が監理する屋根防水修繕工事 

２．監督員検査 

の実施時期 

仮設昇降足場が設置された状態で既存防水層撤去が完了し、部分的に新規防水工事が完了している時期 

３．監督員検査 

の対象範囲 
新規防水工事の各工程段階、既存防水層撤去完了段階の中から抜き取りを行い、監督員検査の対象範囲とする。 

※保全建築工事の監督員検査は原則１回とする。ただし、複数団地をまとめて発注している工事等においては、必要に応じ２回目を実施するものとする。

指導内容や設計図書に定める品質管理の履行が不十分と総括監督員が判断し要請があった場合は、UR 検査員による指導検査を追加実施するものとする。 

＜電気＞ 

1．（保全電気工事） 

１. 対象工事 技術監理部が監理する保全電気工事（自家用修繕・LED 化・インターホン修繕・電灯幹線修繕・エレベーター修繕等） 

２．監督員検査の

実施時期 

監督員検査は実施しない。（監督員は、保全工事共通仕様書に定められた保全工事重点監督要領による重点監督項目により施工品質等を確保する

ために重点的に監督を行い、確認結果を記録し UR 担当の確認を受ける他、UR 担当によるモデル施工を適宜実施する。） 

３．監督員検査の

対象範囲 
－ 

※指導内容や設計図書に定める品質管理の履行が不十分と総括監督員が判断し要請があった場合は、UR 検査員による指導検査を追加実施するものとする。

＜機械＞ 

１．（屋内給水管（共用）修繕工事・屋外給水管修繕工事・直結増圧化工事等）

１. 対象工事 技術監理部が監理する屋内給水管（共用）修繕工事・屋外給水管修繕工事・直結増圧化工事等 

２．監督員検査 

の実施時期 

施工計画書等の提出書類及び先行住棟（団地）で工事が着手した時期 

３．監督員検査 

の対象範囲 

施工計画書等の確認及び各タイプの先行（モデル）配管が設計図書（施工図）のとおりに施工されているか否かの確認を行うとともに、必要に応

じて次段階以降における施工上の指導・注意を行い、監督員検査の対象範囲とする。 

１に関する監督員検査は原則１回とする。ただし、複数団地をまとめて発注している工事等においては、必要に応じ２回目を実施するものとする。 

指導内容や設計図書に定める品質管理の履行が不十分と総括監督員が判断し要請があった場合は、UR 検査員による指導検査を追加実施するものとする。 

■監督員検査のエントリーについて

翌月の監督員検査を希望する場合、監督業務受託者は担当総主任へ検査日程を連絡する。

当月 5 日（5 日が休業日の場合は翌営業日）迄に担当総主任は連絡員を通じ企画第 1・2 課（検査チーフに検査計画表を提出し情報を共有する。 

検査日の変更及び取り消しは随時受付可とする。

別紙６
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法令等に基づく届出等チェックリストに係る作業フロー図 
確認時期等 ＵＲプロジェクト担当者 設計者 ＵＲ工務担当者 総主任 監督員 工事受注者 

(1) 実施設計業務

発注時点 

      

(2) 工事発注時点       

(3) 工事監理業務

発注時点 

      

(4) 着工前       

(5) 工事施工中       

(6) 工事完了時       

 

発注図書（現場説明書）に

「届出等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」をｾｯﾄ 

設計業務仕様書にて「届出

等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」の作成を明記 

現場説明書にて工事受注

者へ「届出等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」に加

筆・修正を行うよう明記 

「届出等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」内容確

認（設計図書等との突合） 

（ＵＲ計画担当確認後、PJ

リーダーが確認） 

「届出等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」の作成 

監督業務仕様書にて「届出

等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」の確認を明記 

加筆・修正の上、提出予定

日を「届出等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」に記

載し施工計画書と併せて

監督員へ提出（着工前） 

提出される「届出等ﾁｪｯｸﾘｽ

ﾄ」を確認し、総主任・PJ 担

当者へ提出 

各ｼｰﾄ全ての届出等を確認 

PJ ﾘｰﾀﾞｰに報告 

各ｼｰﾄ全ての届出等を確認 

PJ 担当者に報告 

着工前会議において届出等ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づき届出手続等に係る作業の役割分担・提出期限等について、工事受注者・工事監理者・総主任・PJ 担当者で相互に確認する 

報告内容を確認 

着工前に必要な届出等が

完了していることを確認

してから着工を許可 

監督員から着工の許可を

受けてから着工 

定例会議等において届出等ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づき届出手続等の提出期限等について、工事受注者・工事監理者・総主任・PJ 担当者で定期的に相互に確認する 

内容の変更があった場合

監督員へ提出（随時） 

変更部分等を確認し「届出

等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を総主任・PJ担

当者へ提出 

提出される「届出等ﾁｪｯｸﾘｽ

ﾄ」を確認 
提出される「届出等ﾁｪｯｸﾘｽ

ﾄ」を確認 

届出等提出予定日までに

当該届出等が完了してい

るか確認（適時） 

届出等を提出した際は監

督員に報告（随時） 
届出等を提出した際は監

督員に報告（随時） 

別紙７ 


